
 

二級／木造建築士住所変更郵送手続きについて 

    

 新型コロナウイルス感染終息に向けての対応により郵送受付をいたします。  

下記要領に基づき手続きしていただきますようよろしくお願いいたします。 

（埼玉県知事発行の建築士免許証の方対象） 

 

 転居先が埼玉県以外の場合は、埼玉県と転居先の県への手続きも必要となりますので詳し

くは、転居先の県（建築士会）にお問い合わせください。 

    

  【必要書類】※埼玉県への提出 

   ・住所等の届出 

   ・二級／木造建築士免許証の写し 

   ・本人確認ができる公的証明書の写し（カラー） 

 

  以上のものを添えて、埼玉建築士会まで送付ください。 

 

 

  ※書類が届いてから受付書などは発行しておりません。 

受付しました控えをご希望の場合は、宛先明記の返信用封筒（長 3）を作成のうえ、 

切手を貼って同封してください。 

 

 

  [注意事項] 

   ・全項目を記入し提出ください 

   ・本籍、住所等、最後の番地・建物名までご記入ください 



埼玉県建築士法細則　第4号様式（第8条関係）　（郵便はがき）

〒

TEL

〒

TEL

〔記入注意〕

3．建築士事務所に勤務しているときは、その事務所の開設者名を勤務先の名称の欄に併記してください。

所在地

1．業務の種別及び勤務先の欄は、建築に関する業務に従事しているときに記入してください。

2．業務種別欄は、該当する数字を○で囲んでください。2種以上の業務に従事しているときは、主に従事しているもの1つを○で囲んでください。

業務の種別
1．建築設計（2及び3を除く）　　2．構造設計　　3．設備設計　　4．積算　　　5．工事監理又は工事の指導監督　　6．現場管理
7．技能労務　　8．調査又は鑑定　　9．手続代理　　10．敷地選定等の企画　　11．研究又は教育　　12．行政　　13．その他

勤
務
先

名 称

住 所

登 録 番 号
都道
府県

第 号 登録年月日
昭
平
令

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

本 籍

ふ り が な

氏 名

木造
ふ り が な 生

年
月
日

大
昭
平

　　　　年　　　　月　　　　日
性
別

二級
建築士住所等の届出 届出日 令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　00　　00　　00

さいたま　 　たろう

埼玉　太郎 00  00  00 男

埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目1番7号

336-0031

000 - 000 - 0000

埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7　埼玉建産連会館5F

00　 00　 00〇〇 00000000

㈲〇△建築設計事務所 埼玉　太郎

336-0031

000 - 000 - 0000

埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7　埼玉建産連会館5F

さいたまけんさいたましみなみくしかてぶくろ　　　　 さいたまけんさんれんかいかん

申請日を記入

市、区、町、番地まで記入

主なもの1つに〇

事務所の開設者名を記入
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